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議案第２号

令和５年度宝達志水町一般会計予算

令和５年度宝達志水町一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９，１１２，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，２００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 町税 1,659,463

1 町民税 603,410

2 固定資産税 961,733

3 軽自動車税 43,520

4 町たばこ税 50,000

5 入湯税 800

2 地方譲与税 76,504

1 地方揮発油譲与税 17,700

2 自動車重量譲与税 49,000

4 森林環境譲与税 9,804

3 利子割交付金 300

1 利子割交付金 300

4 配当割交付金 12,100

1 配当割交付金 12,100

5 株式等譲渡所得割交付金 9,400

1 株式等譲渡所得割交付金 9,400

6 法人事業税交付金 33,100

1 法人事業税交付金 33,100

7 地方消費税交付金 323,900

1 地方消費税交付金 323,900

8 ゴルフ場利用税交付金 33,400

1 ゴルフ場利用税交付金 33,400

9 環境性能割交付金 6,600

1 環境性能割交付金 6,600

10 地方特例交付金 6,000

1 地方特例交付金 5,500

2 新型コロナウイルス感染症対策 500

地方税減収補填特別交付金

11 地方交付税 3,280,000

1 地方交付税 3,280,000

12 交通安全対策特別交付金 1,200

1 交通安全対策特別交付金 1,200

13 分担金及び負担金 62,535

1 分担金 7,118

2 負担金 55,417

14 使用料及び手数料 51,401

1 使用料 32,810

2 手数料 18,591

15 国庫支出金 954,447

1 国庫負担金 338,836

2 国庫補助金 613,158

3 委託金 2,453

10 一般会計

- 4 -



(単位：千円)

款 項 金額

16 県支出金 379,275

1 県負担金 208,973

2 県補助金 144,349

3 委託金 25,953

17 財産収入 41,290

1 財産運用収入 10,134

2 財産売払収入 31,156

18 寄附金 402,503

1 寄附金 402,503

19 繰入金 613,230

1 基金繰入金 613,230

20 繰越金 1

1 繰越金 1

21 諸収入 86,551

2 町預金利子 19

3 貸付金元利収入 1,311

4 雑入 75,592

5 受託事業収入 9,629

△ （延滞金・加算金及び過料） 0

22 町債 1,078,800

1 町債 1,078,800

歳　　入　　合　　計 9,112,000

10 一般会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 議会費 108,308

1 議会費 108,308

2 総務費 1,189,583

1 総務管理費 983,726

2 徴税費 116,289

3 戸籍住民基本台帳費 81,795

4 選挙費 6,216

5 統計調査費 618

6 監査委員費 939

3 民生費 1,799,623

1 社会福祉費 1,026,988

2 児童福祉費 772,635

4 衛生費 1,241,605

1 保健衛生費 1,153,080

2 清掃費 63,765

3 上水道費 24,760

5 労働費 10,351

1 労働諸費 10,351

6 農林水産業費 303,804

1 農業費 268,422

2 林業費 28,146

3 水産業費 7,236

7 商工費 244,078

1 商工費 244,078

8 土木費 1,497,299

1 土木管理費 8,136

2 道路橋りょう費 863,468

3 河川費 2,329

4 公園費 4,817

5 下水道費 563,382

6 住宅費 55,167

9 消防費 338,988

1 消防費 338,988

10 教育費 1,530,350

1 教育総務費 171,617

2 小学校費 970,006

3 中学校費 112,427

4 社会教育費 172,613

5 保健体育費 103,687

11 災害復旧費 8

1 農林水産施設災害復旧費 6

2 公共土木施設災害復旧費 2

10 一般会計
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(単位：千円)

款 項 金額

12 公債費 828,003

1 公債費 828,003

13 予備費 20,000

1 予備費 20,000

歳　　出　　合　　計 9,112,000

10 一般会計
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事　　　項 期間 限度額

統合小学校改修事業及び放課後児童クラブ整備事
業

令和6年度 569,329 

第２表　債務負担行為

（単位：千円）

- 8 -



（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

脱炭素化推進事業債 7,100

県営ほ場整備事業債 3,300

県営老朽ため池整備事業債 2,000

広域営農団地農道整備事業
債

13,200

林道整備事業債 4,800

臨時財政対策債 37,000

放課後児童クラブ整備事業
債

3,700

老人福祉センター整備事業
債

9,600

水道事業一般会計出資債 18,500

羽咋病院施設整備債 13,600

リサイクルセンター基幹改良
事業債

12,900

ごみ処理場建設事業債 34,900

観光施設整備事業債 26,500

道路橋りょう整備事業債 226,700

除雪機械購入事業債 25,100

体育施設整備事業債 18,000

義務教育施設整備事業債 571,200

過疎地域持続的発展特別事
業債

50,700

合　　　計 1,078,800

第 ３ 表　　地　方　債

普通貸借
又は

証券発行

　5.0％以内

　ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利
率の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の利
率。

　借入先の融通条
件による。

　ただし、町財政そ
の他の都合により据
置期間を短縮し、若
しくは繰上償還又は
低利に借り換えるこ
とができる。
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宝達志水町国民健康保険特別会計予算
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議案第３号

令和５年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算

令和５年度宝達志水町国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，４７９，１００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 国民健康保険税 202,503

1 国民健康保険税 202,503

3 使用料及び手数料 70

1 手数料 70

5 県支出金 1,154,746

2 県補助金 1,154,745

3 財政安定化基金交付金 1

6 繰入金 119,118

1 他会計繰入金 89,880

2 基金繰入金 29,238

7 繰越金 1

1 繰越金 1

8 諸収入 2,661

1 加算金・延滞金及び過料 2,501

2 預金利子 155

3 雑入 5

9 町債 1

2 財政安定化基金貸付金 1

歳　　入　　合　　計 1,479,100

15 国保特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 19,827

1 総務管理費 19,317

2 徴税費 328

3 運営協議会費 182

2 保険給付費 1,124,394

1 療養諸費 963,920

2 高額医療費 158,090

3 移送費 20

4 出産育児諸費 1,261

5 葬祭費 1,000

6 傷病手当金 103

3 国民健康保険事業費納付金 313,439

1 医療給付費分 218,366

2 後期高齢者支援金等分 74,356

3 介護納付金分 20,717

4 共同事業拠出金 1

1 共同事業拠出金 1

6 保健事業費 18,223

1 保健事業費 18,223

7 基金積立金 155

1 基金積立金 155

9 諸支出金 1,061

1 償還金及び還付加算金 1,061

10 繰出金 2,000

1 繰出金 2,000

歳　　出　　合　　計 1,479,100

15 国保特別会計
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宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算
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議案第４号

令和５年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算

令和５年度宝達志水町後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２３９，１４０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 後期高齢者医療保険料 164,198

1 後期高齢者医療保険料 164,198

2 繰入金 74,840

1 一般会計繰入金 74,840

3 諸収入 101

1 延滞金、加算金及び過料 1

2 償還金及び還付加算金 100

4 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 239,140

21 後期高齢者医療特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 5,387

1 総務管理費 720

2 徴収費 4,667

2 後期高齢者医療広域連合納付金 233,653

1 後期高齢者医療広域連合納付金 233,653

3 諸支出金 100

1 償還金及び還付加算金 100

歳　　出　　合　　計 239,140

21 後期高齢者医療特別会計
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宝達志水町介護保険特別会計予算
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議案第５号

令和５年度宝達志水町介護保険特別会計予算

令和５年度宝達志水町介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８６５，７７７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 保険料 361,733

1 介護保険料 361,733

2 国庫支出金 435,199

1 国庫負担金 316,296

2 国庫補助金 118,903

3 支払基金交付金 481,406

1 支払基金交付金 481,406

4 県支出金 264,791

1 県負担金 251,405

2 県補助金 13,386

5 繰入金 322,533

1 一般会計繰入金 284,990

2 基金繰入金 37,543

6 諸収入 12

1 延滞金・加算金及び過料 1

3 雑入 11

7 財産収入 102

1 財産運用収入 102

8 繰越金 1

1 繰越金 1

歳　　入　　合　　計 1,865,777

25 介護特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 総務費 36,357

1 総務管理費 24,382

2 徴収費 4,781

3 介護認定審査会費 7,194

2 保険給付費 1,746,778

1 介護サービス等諸費 1,591,013

2 介護予防サービス等諸費 33,065

3 高額介護サービス等費 33,325

4 高額医療合算介護サービス等費 8,248

5 その他諸費 1,067

6 特定入所者介護サービス等諸費 80,060

3 地域支援事業費 82,240

2 包括的支援事業任意事業費 46,029

3 介護予防・生活支援サービス事 33,102

業費

4 一般介護予防事業費 3,051

5 その他諸費 58

4 基金積立金 102

1 基金積立金 102

5 諸支出金 300

1 償還金及び還付加算金 300

歳　　出　　合　　計 1,865,777

25 介護特別会計
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宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計予算
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議案第６号

令和５年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計予算

令和５年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９２，６７９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

２０，０００千円と定める。

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久
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第１表　歳入歳出予算

（歳        入） (単位：千円)

款 項 金額

1 利用料 38,600

1 利用料 38,600

2 負担金 673

1 負担金 673

3 財産収入 2,228

1 財産収入 2,228

4 繰入金 50,124

1 他会計繰入金 50,124

6 諸収入 1,054

1 雑入 1,054

歳　　入　　合　　計 92,679

36 ケーブルテレビ事業特別会計
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(歳        出） (単位：千円)

款 項 金額

1 ケーブルテレビ管理費 92,679

1 ケーブルテレビ管理費 92,679

歳　　出　　合　　計 92,679

36 ケーブルテレビ事業特別会計
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宝達志水町水道事業会計予算
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議案第７号

令和５年度宝達志水町水道事業会計予算

(総 則)

第１条 令和５年度宝達志水町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(収益的収入及び支出)

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額１２０,９９１千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１１,７０９千円、当年度分損益勘定留保資金９１,１８３千円、過

年度未処分利益剰余金１８,０９９千円で補てんするものとする。)

(１) 給 水 戸 数 ４,６００戸

(２) 年間総給水量 １,１０８,０００㎥

(３) １日平均給水量 ３,０３６㎥

(４) 主な建設改良費 配水管布設替費 １１４,０００千円

配水設備改良費 ２,２００千円

浄水施設改良費 １２,６００千円

収 入

第１款 水道事業収益 ３０６,０４９千円

第１項 営業収益 ２６５,６９０千円

第２項 営業外収益 ４０,３４９千円

第３項 特別利益 １０千円

支 出

第１款 水道事業費用 ２９２,０２１千円

第１項 営業費用 ２７３,６９９千円

第２項 営業外費用 １８,２２２千円

第３項 特別損失 １００千円

収 入

第１款 資本的収入 １０７,１００千円

第１項 企業債 ７１,１００千円

第２項 補助金 １７,５００千円

第４項 出資金 １８,５００千円

支 出

第１款 資本的支出 ２２８,０９１千円
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(企業債)

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。

(一時借入金)

第６条 一時借入金の限度額は、１００,０００千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。

(１) 収益的支出における各項間の流用

(２) 資本的支出における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。

(１) 職員給与費 ２４,７１５千円

(他会計からの補助金)

第９条 水道事業の経営基盤強化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける額

は、２４,７５９千円である。

２ 下水道事業事務執行に要する経費として、下水道事業会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、１,０１０千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、７,１５０千円と定める。

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久

第１項 建設改良費 １２８,８７２千円

第２項 企業債償還金 ９９,２１９千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

配水管布設

替費

千円

７１，１００ 証書借入 ５．０％以内

ただし、利率の見直し

方式で借り入れる資

金について、利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し後

の利率。

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上償還又は低

利に借り換えること

ができる。
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宝達志水町下水道事業会計予算
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議案第８号

（総　　則）

第１条　令和５年度宝達志水町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）農業集落排水事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　施設更新対策

（２）公共下水道事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　管路及び施設更新対策

（３）浄化槽事業

①　排水戸数

②　年間総処理水量

③　一日平均処理水量

④　主要建設改良事業　浄化槽設備工事

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

第１款　農業集落排水事業収益

第２款　公共下水道事業収益

　　　令和５年度宝達志水町下水道事業会計予算

８８２戸

２２９，５８５㎥

６２９㎥

２１，５００千円

２，９７７戸

７７１，６１０㎥

２，１１４㎥

１１２，０００千円

８４戸

１１，６９０㎥

３２㎥

５，６００千円

収　　　　　　入

１６１，１３８千円

第１項 営 業 収 益 ５１，５２９千円

第２項 営 業 外 収 益 １０９，６０８千円

第３項 特 別 利 益 １千円

６９０，６４０千円

第１項 営 業 収 益 １７６，９８１千円

第２項 営 業 外 収 益 ５１３，６５８千円
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第３款　浄化槽事業収益

第１款　農業集落排水事業費用

第２款　公共下水道事業費用

第３款　浄化槽事業費用

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本

的支出額に対して不足する額２８８，７４９千円は当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額６，０５５千円、当年度分損益勘定留保資金２６２，４８３千円及び

減債積立金２０，２１１千円で補てんするものとする。）

第１款　農業集落排水事業資本的収入

第２款　公共下水道事業資本的収入

第３項 特 別 利 益 １千円

７，９７８千円

第１項 営 業 収 益 ２，１９７千円

第２項 営業外収益 ５，７７９千円

第３項 特 別 利 益 ２千円

合 計 ８５９，７５６千円

支　　　　　　出

１６９，５７９千円

第１項 営 業 費 用 １４５，７１６千円

第２項 営業外費用 ２３，８５３千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

５５６，９００千円

第１項 営 業 費 用 ４８７，１６５千円

第２項 営業外費用 ６９，７２５千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

７，０６３千円

第１項 営 業 費 用 ６，３９７千円

第２項 営業外費用 ６５６千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

合 計 ７３３，５４２千円

収　　　　　　入

９８，７３６千円

第２項 補 助 金 １２，４００千円

第３項 企 業 債 ４６，５００千円

第５項 他会計補助金 ３９，８３６千円

３９３，１７７千円

第２項 補 助 金 ５３，０００千円

第３項 企 業 債 ２３７，４００千円

第６項 他会計補助金 １０２，７７７千円
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第３款　浄化槽事業資本的収入

第１款　農業集落排水事業資本的支出

第２款　公共下水道事業資本的支出

第３款　浄化槽事業資本的支出

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

千円

借入先の融資条件に

事業 ただし、利率見直し よる。ただし、企業

方式で借り入れる資 財政その他の都合に

金について、利率の より繰上償還又は低

公共下水道 見直しを行った後に 利に借り換えること

事業 おいては、当該見直 ができる。

し後の利率

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。

（１）収益的支出における各項間の流用

５，９９７千円

第１項 受益者分担金 ９６０千円

第６項 他会計補助金 ５，０３７千円

合 計 ４９７，９１０千円

支　　　　　　出

１５０，１４４千円

第１項 建 設 改 良 費 ２１，５００千円

第２項 企業債償還金 １２８，６４４千円

６２８，１４５千円

第１項 建 設 改 良 費 １１７，３１０千円

第２項 企業債償還金 ５１０，８３５千円

８，３７０千円

第１項 建 設 改 良 費 ５，６００千円

第２項 企業債償還金 ２，７７０千円

合 計 ７８６，６５９千円

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

農業集落排水 ４６，５００ 証書借入 ５．０％以内

特定環境保全 ２３７，４００
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（２）資本的支出における各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、

又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合には、議会の議決を経なければ

ならない。

職員給与費 ２１，３６７千円

（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業の経営基盤の安定化を図るため一般会計からこの会計へ補助を受け

る額は、５６３，３７３千円である。

（利益剰余金の処分）

第10条　繰越利益剰余金のうち２０，２１１千円は、次のとおり処分するものと定める。

（１）減債積立金　２０，２１１千円

　　令和５年３月２日提出

宝達志水町長　 寳　達　典　久　　　
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宝達志水町病院事業会計予算
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議案第９号

令和５年度宝達志水町病院事業会計予算

（総 則）

第１条 令和５年度宝達志水町病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）病床数 一般病床 ４３床、療養型病床 ２７床

（２）年間入院患者数 一般病床 １２，３９４人、療養型病床 ９，４１７人

（３）年間外来患者数 ４６，１４４人(うち介護保険 ３，５２４人)

（４）一日平均入院患者数 ６０人

（５）一日平均外来患者数 １７２人

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 １，２４０，３２０千円

第１項 医業収益 １，０２０，３０７千円

第２項 医業外収益 ２２０，０１２千円

第３項 特別利益 １千円

支 出

第１款 病院事業費用 １，４００，６９２千円

第１項 医業費用 １，３９３，０４６千円

第２項 医業外費用 ７，６３６千円

第３項 特別損失 １０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額４２，３９２千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１００千円、過年度分損益勘定留保資金４２，２９２千円で補填するものとす

る。）

収 入

第１款 資本的収入 ８２，６３８千円

第１項 企 業 債 １３，２００千円

第２項 繰 入 金 ６９，４３７千円

第３項 寄 附 金 １千円
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支 出

第１款 資本的支出 １２５，０３０千円

第１項 建設改良費 ２０，５００千円

第２項 企業債償還金 ９６，５３０千円

第３項 長期貸付金 ８，０００千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。

（１）職員給与費 ８２５，９４０千円

（２）交 際 費 ４８０千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条 棚卸資産の購入限度額は、１４８，２００千円と定める。

令和５年３月２日提出

宝達志水町長 寳 達 典 久

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

医療機器更新 13,200 千円 証書借入 5.0％以内

ただし利率見直し方

式で借り入れる資金

について、利率の見

直しを行った後にお

いては、当該見直し

後の利率。

借入先の融資条件に

よる。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上償還または

低利に借り換えるこ

とができる。
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